
では、

初 回 無 料初 回 無 料
法律相談

青森県 弁護士・司法書士による

を行っています

017 -734 -9310
STEP1　

申込専⽤電話で、相談を申し込みます。

STEP2

弁護士又は司法書士から相談者へ連絡が入りますので、

申込受付
月・水・金
9:00～16:00
（祝日は除く）

生活と健康をつなぐ法律相談窓口

青森県健康医療福祉部障がい福祉課

よくある質問

Q.　料金は？
A.　初回の法律相談（約30分間）が無料です。

Q.　法律的な悩みの他に、別な悩みもあるのですが？
A.　法律的な相談以外については、相談者に了解を得たうえで、
　　関係機関に紹介できます。

Q.　対象者は？
A.　青森県内に住んでいる方が対象です。

面接相談日と場所を決めて相談することになります。

遺産相続

借金返済

慰謝料


